
当協会は、千葉県内の交通事故防止のため、交通道徳の普及高揚と交通安全の実現に寄

与する目的で、昭和２６年に設立された「財団法人千葉県交通安全協会」（昭和３３年に千

葉県交通安全協会連合会に改称）を前身としております。

そして、平成２４年、千葉県知事の認定を受け、県、県警等の指導の下、公益財団法人

として、県内４４地区交通安全協会と連携して、

○ 春秋の全国交通安全運動を始め各種安全運動における広報啓発活動

○ 交通指導員（３，０００名）の委嘱及び指導育成しての街頭誘導活動

○ 各種の表彰事業

○ 幼児から高齢者まで年齢層に応じた交通安全教室の開催

○ 県、県警及び県教育委員会と共催しての「交通安全こども自転車大会」の開催

○ 高齢者の事故防止のため、反射材の配付や「高齢者交通安全自転車大会」の開催

等の「交通安全思想の普及・啓発活動事業」及び「交通安全教育事業」を行っています。

また、千葉県公安委員会から、県内に一を限って指定される「千葉県交通安全活動推進

センター」として、

○ 県公安委員会委嘱の地域交通安全活動推進委員に対する研修

○ 道路使用に関する調査や交通事故相談

等の法令に規定された事業を行っています。

千葉県内の交通事故死者数は、毎年全国ワースト上位にあります。悲惨な交通事故を防

止し、安全で安心な交通社会を実現するためには、なお一層地域に密着した交通安全活動

を推進していく必要性があります。

当協会も、「交通安全県ちば」を目指して、さらに交通安全活動を展開してまいります。

是非とも賛助会員としてご入会いただき、格別のご支援とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

なお、入会時に「交通安全賛助会員の章」を進呈いたします。

水郷介護支援パートナー 様 株式会社おきな 様



株式会社 三 里 様 株式会社 ナミカワ不動産販売 様

株式会社 brave 様 東京航空クリーニング株式会社 様

株式会社 京葉銀行 様 大髙醤油株式会社 様



〈会員の特典〉

○ 当協会が発行する機関紙の定期刊行物等をお送りします。

○ 当協会が所有する交通安全資器材を優先的に使用できます。

〈会 費〉

年会費 団体 １口３０，０００円

個人 １口１０，０００円

〈お問い合せ窓口〉

公益財団法人千葉県交通安全協会 統括部総務課

〒２６１－００２５千葉市美浜区浜田２－１（運転免許本部内）

TEL：０４３－２７１－８４８１



〈賛助会員のご紹介〉

◇法人名等の公表に同意いただいた方々をご紹介させていただきます。





（順不同にて掲載）

令和５年１２月１日現在
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